
議　題 概　要 結　果

議
決
事
項

綱紀委員会及び綱紀手続に関する規則一部改正の件 ウェブ会議システムを利用した調査班員の調査班会議への参加を出席とみなす
ことができるようにするための改正 異議なく可決承認

公設事務所運営支援等規則一部改正の件 所長就任時貸付の定義規定、公設事務所の内容・運営に関する規定を細則から
規則に移設し、細則への包括的な委任規定を新設する等の改正 異議なく可決承認

職員給与規則一部改正の件 ベースアップ実施に伴う別表１、２の改訂のための改正 異議なく可決承認

東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会が共同で運営する事業所で執務させる嘱託職員・パート職員・アルバイト職員の
雇用及び労務管理に関する変更協定書締結の件

東京三弁護士会刑事弁護センターの一般嘱託職員（時給・月給制）の賃金改定の
ための変更協定書締結 異議なく可決承認

一般会費免除申請の件（１件目） 疾病等に準ずる事由を理由とする免除申請 免除を認めないことを異議なく可決承認

一般会費免除申請の件（２件目） 任期付公務員就任を理由とする免除申請 免除を認めないことを賛成多数で可決承認

一般会費免除申請の件（３件目） 任期付公務員就任を理由とする免除申請 免除を認めることを異議なく可決承認

一般会費免除申請の件（４件目） 疾病を理由とする免除申請 免除を認めることを異議なく可決承認

入会審査及び指定法付記請求 入会審査12件、指定法付記請求1件 日弁連への名簿登録請求進達を可とすることを異議なく可決承認

諮
問
事
項

資格承認及び指定法 資格承認申請2件、特定外国法指定申請1件 承認を是とする旨を異議なく答申

市民会議市民委員選任（新任1名、再任3名）の件 左記委員の選任（新任及び再任） 選任を是とする旨を異議なく答申

マレーシア・サバ州弁護士会と第二東京弁護士会の間における友好協定締結の件 マレーシア・サバ州弁護士会との左記協定書締結 協定締結を是とする旨を異議なく答申

イングランド及びウェールズ法曹協会と第二東京弁護士会の間における友好協定締結の件 イングランド及びウェールズ法曹協会との左記協定書締結 協定締結を是とする旨を異議なく答申

報
告
事
項

公設事務所の運営支援等に関する細則一部改正の件 左記細則改正の報告

倫理相談細則一部改正の件 左記細則改正の報告

議決権の代理行使に関する細則新規制定の件 左記細則制定の報告

株式会社NSDとのIT業務支援サービス委託契約の件（2025年7月～9月分） 左記契約締結の報告

会長声明「女性差別撤廃条約批准40年にあたって」の件 2025年6月25日に左記会長声明を発した旨の報告

「性別にかかわらず持続可能な理事者業務実現のために（提言）」の件 男女共同参画推進二弁本部からの左記提言についての報告

死刑執行に抗議する会長声明の件 2025年6月27日に左記会長声明を発した旨の報告

東京三弁護士会刑事被疑者弁護援助報酬等支出基準一部改正の件 左記支出基準改正の報告

生活扶助基準引下げを違法とした最高裁判所判決を高く評価し、生活保護利用者及び元利用者への速やかな補償を求める会長声明の件 2025年6月30日に左記会長声明を発した旨の報告

令和６年能登半島地震及び令和６年能登半島豪雨災害を理由とする支援金支出の件 左記支援金支出の報告

日弁連「民法（成年後見等関係）の改正に関する中間試案に対する意見書案について（意見照会）」の件 左記意見照会に対する日弁連への回答についての報告

弁護士推薦委員会報告の件 推薦結果の報告

2025年度委員選任の件（理事者一任事項の選任報告） 左記委員の選任報告

2025年度幹事選任の件 決定した幹事選任の報告

会員異動の件（登録取消及び登録換え含む。6/30現在） 6/30現在　7,313名（正会員6,870名、外国特別会員230名、法人会員206名、外国法人特別会員7名）
登録取消5件、登録換え退会5件
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7月常議員会は、福島会長による日弁連会務報
告から始まった。
日弁連の担当副会長として「取調べ可視化」の
法制化に向けた議員要請に奔走していること、当

常議員会
〈報告者〉  池田 理明（60期）

令和7年7月8日 常議員40名中30名出席

報告
会でも座間市の事件で6月27日に執行された死刑
に反対する会長声明を出したこと、再審無罪の公
算が高いと言われる福井市中学生殺害事件判決に
向けた会長声明が準備されていることなど、刑事
手続に関わる事柄が中心であった。
常議員会での審議でも、会館3階の刑弁センター
嘱託職員の時給アップ、東京三弁護士会の被疑者
弁護援助報酬等支出基準の一部改正などの議案が
あり、弁護士会による刑事弁護への取組を多方面
から垣間見ることができる会であった。
7月最大のトピックスは、男女共同参画推進二

弁本部からの「性別にかかわらず持続可能な理事
者業務実現のために」と題された提言についてで
あった。
提言は、①理事者業務の効率化、②一般会務の

効率化、③女性会長・副会長候補者発掘・育成の
ための取組に関するものであり、この提言に触発
されて、常議員からも多数の発言があった。
会全体の意識改革にとどまらず、副会長が会務

に携わる時間を限定できないか、副会長を増員で
きないか、各委員会が担う活動について選択と集
中を実現できないか、会内手続を簡略化して事務

局負担も減らすことができないか、副会長になる
ことの魅力を適切に伝えることはできないか、な
ど様々なアイデアが共有された。
会全体の今の活動が決められた時代と比較する

と、会員数が激増しており、その分、副会長や事
務局のみならず委員会の委員の負担も増えている。
男女共同参画の観点からでなくても、今までどお
りのやり方を見直す時期にきている。長期的に見
て最重要の課題であり、かつ、他人任せではなく
会員1人1人が取り組むべき課題あると感じた。�

常議員会報告


